
第４章 計画の進捗評価と見直し

〇 本計画は、東京都児童福祉審議会及び同審議会専門部会における議論を経て、

東京都全体の社会的養育の充実に向け、都において取りまとめたものです。

〇 本計画においては、計画の進捗状況を評価するため、計画の記載事項ごとに取

組や指標を設定しています。計画の達成状況を評価するため、各取組や指標の現

状把握に必要な調査を毎年度実施していきます。

計画期間中、この取組・指標等を活用して、東京都児童福祉審議会において、

計画の達成状況の進捗を管理し、次期以降の計画につなげていきます。

〇 社会的養育の推進に向け、本計画では、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシ

ー保障」の２つを中心的な考え方とし、妊娠期からの支援などの予防的な取組や、

社会的養護からの自立のための支援など、幅広い観点で取組を示しています。

   計画の達成に向けては、児童福祉分野に加えて、若者支援、生活福祉、障害者

支援など、関係する他分野と連携し横断的に取り組み、必要な支援を提供してい

きます。

〇 令和２年度以降、特別区における児童談所の設置が進んでいます。令和６年１

０月１日時点で９つの区（世田谷、江戸川、荒川、港、中野、板橋、豊島、葛飾、

品川）が児童相談所を開設し、今後も新たな開設が予定されています。

一方、都においても、国の政令により、児童相談所の所管区域の人口が「基本

としておおむね 50 万人以下」とされたことから、基準に合わせた所管区域の見

直しや新たな都児童相談所の設置を進めており、都の社会的養育を取り巻く環境

は変化を続けています。

〇 計画の推進に向け、進捗評価の結果や状況の変化を踏まえながら、必要に応じ

て、体制や取組の抜本的な見直しを行い、社会的養育の推進に努めていきます。

特に、児童自立支援施設については「心理的・治療的ケアの専門的支援の充実

に係る集中討議」における議論において、本施設に求められる役割や今後の方向

性に向けた検討の必要性が示されたため、引き続き体制の在り方を検討していき

ます。

さらに、計画全体についても、計画期間の中間年である令和９年度を目安とし

て検討を行い、必要な場合には、計画の見直しを行い、取組を一層推進していく

こととします。
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(区分ごと 五十音順・ 敬称略)

区分 氏  名 現           職 専門分野等

委員 青木
ア オ キ

　 克
カ ツ

德
ノ リ

(区長会代表)葛飾区長 関係団体等

委員 秋山
ア キ ヤ マ

 千枝子
チ エ コ

医療法人社団千実会　 あき やま 子ど も ク リ ニッ ク 院長 小児科医

委員 石田
イ シ ダ

　 芳朗
ヨ シ ア キ 社会福祉法人至誠学舎立川　 常務理事　 児童事業本部長

至誠障害福祉総合センタ ー長（ 兼務）
児童福祉施設

委員 石森
イ シ モ リ

　 博行
ヒ ロ ユ キ

弁護士 司法関係

委員 泉谷
イ ズ ミ ヤ

　 朋子
ト モ コ

聖隷ク リ ス ト フ ァ ー大学社会福祉学部准教授
児童福祉

（ 児童虐待）

委員 榎
エ ノ

沢
サ ワ

　 良彦
ヨ シ ヒ コ

東京家政大学家政学部教授
児童福祉

（ 保育・ 幼児教育）

委員 掛川
カ ケ ガ ワ

　 亜季
ア キ

弁護士 司法関係

委員長 柏女
カ シ ワ メ

　 霊
レ イ

峰
ホ ウ

淑徳大学総合福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

委員 加藤
カ ト ウ

　 尚子
シ ョ ウ コ

明治大学文学部専任教授 臨床心理学

委員 鎌倉
カ マ ク ラ

　 道子
ミ チ コ 社会福祉法人聖オディ リ アホーム

聖オディ リ アホーム乳児院施設長
児童福祉施設

委員 亀岡
カ メ オ カ

　 保夫
ヤ ス オ

公認会計士 会計

委員 加茂
カ モ

　 登志子
ト シ コ

若松町こ こ ろと ひふのク リ ニッ ク 　 Ｐ Ｃ Ｉ Ｔ 研修センタ ー長 精神科医

委員 川上
カ ワ カ ミ

　 一恵
カ ズ エ

東京都医師会理事 関係団体等

委員 川松
カ ワ マ ツ

　 亮
アキラ

明星大学人文学部常勤教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

委員 小林
コ バヤ シ

　 隆
タ カ

猛
オ 東京都民生児童委員連合会副会長

葛飾区民生児童委員協議会会長
関係団体等

委員 佐賀
サ ガ

　 豪
タ ケシ

弁護士 司法関係

委員 式場　 典子
シ キ バ ノ リ コ

医療法人社団式場記念会　 式場隆三郎記念ク リ ニッ ク 院長 精神科医

副委員長 新保　 幸男
シ ン ボ ユ キ オ

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

委員 関野
セ キ ノ

　 たかなり 東京都議会厚生委員会委員長 都議会

委員 高田
タ カ ダ

　 真里
マ リ

（ 都民公募） 都民

委員 竹内
タ ケ ウ チ

　 章子
ア キ コ

弁護士 司法関係

委員 中
ナ カ

板
イ タ

　 育美
イ ク ミ

武蔵野大学看護学部教授 公衆衛生

委員 永島
ナ ガ シ マ

　 恵子
ケ イ コ

公益財団法人東京都防災・ 建築ま ちづく り センタ ー理事長 建築

委員 中村
ナ カ ム ラ

　 仁
ヒ ト シ

志 弁護士 司法関係

委員 藤岡
フ ジ オ カ

　 孝
タ カシ

志 日本社会事業大学名誉教授 臨床心理学

委員 益田
マ ス ダ

　 早苗
サ ナ エ

敦賀市立看護大学非常勤講師
児童福祉

（ 社会的養護）

委員 宮田
ミ ヤ タ

　 理英
  リ 　  エ 公益社団法人地域医療振興協会

東京北医療センタ ー小児科部長
小児科医

（ 次頁に続く ）

東京都児童福祉審議会　 委員名簿
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区分 氏  名 現           職 専門分野等

委員 宮原
ミ ヤ ハラ

　 理恵
リ エ

（ 都民公募） 都民

委員 山本
ヤ マ モ ト

　 恒雄
ツ ネ オ

愛育研究所客員研究員
児童福祉

（ 児童虐待）

委員 山
ヤ マ

屋
ヤ

　 春恵
ハ ル エ

常葉大学保育学部准教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

委員 横堀
ヨ コ ボ リ

　 昌子
マ サ コ

青山学院大学コ ミ ュ ニティ 人間科学部教授
児童福祉

（ 社会的養護）

委員 米原
ヨ ネ ハラ

　 立
タ ツ

将
マ サ

流通経済大学共創社会学部准教授
児童福祉
（ 保育）

委員 米山
ヨ ネ ヤ マ

　 明
アキラ 社会福祉法人全国心身障害児福祉財団全国療育相談センタ ー

センタ ー長
小児科医

委員 和地
ワ チ

　 仁美
ヒ ト ミ

（ 市長会代表） 東大和市長 関係団体等

臨時委員 木村
キ ム ラ

　 秀樹
ヒ デ キ

福生市子ど も 家庭部こ ども 家庭センタ ー課長 関係行政機関

臨時委員 齋藤
サ イ ト ウ

　 弘美
ヒ ロ ミ 社会福祉法人大洋社常務理事

大田区立ひま わり 苑統括施設長
母子生活支援施設

臨時委員 左近
サ コ ン

士
シ

　 美和
ミ ワ

中央区福祉保健部子ど も 家庭支援センタ ー所長 関係行政機関

臨時委員 田中
タ ナ カ

　 れいか 一般社団法人たすけあい代表理事
児童福祉

（ 社会的養護）

臨時委員 都留
ツ ル

　 和光
カ ズ ミ ツ

社会福祉法人二葉保育園　 二葉乳児院施設長 児童福祉施設

臨時委員 能登
ノ ト

　 和子
カ ズ コ

特定非営利活動法人東京養育家庭の会理事長 養育家庭

臨時委員 古川
フ ルカ ワ

　 康司
コ ウ ジ

中野区児童相談所長 関係行政機関

臨時委員 増沢
マ ス ザ ワ

　 高
タ カシ 社会福祉法人横浜博萌会子ど も の虹情報研修センタ ー

副センタ ー長
臨床心理学

臨時委員 武藤
ム ト ウ

　 素明
ソ メ イ 社会福祉法人二葉保育園常務理事

二葉学園統括施設長
児童福祉施設
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■委員名簿
（ 五十音順、 敬称略）

所               属 専門分野

掛 川
カ ケ ガ ワ

亜 季
ア キ

弁護士 司法関係

木 村
キ ム ラ

秀 樹
ヒ デ キ

福生市子ど も 家庭部こ ど も 家庭センタ ー課長 関係行政機関

齋 藤
サ イ ト ウ

弘 美
ヒ ロ ミ 社会福祉法人大洋社常務理事

大田区立ひま わり 苑統括施設長
母子生活支援施設

左近士
サ コ ン シ

美和
ミ ワ

中央区福祉保健部子ど も 家庭支援センタ ー所長 関係行政機関

新 保
シ ン ボ

幸 男
ユ キ オ

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

高 田
タ カ ダ

真 里
マ リ

公募委員 都民公募

田中
タ ナ カ

れいか 一般社団法人たすけあい代表理事
児童福祉

（ 社会的養護）

都
ツ

留
ル

和 光
カ ズ ミ ツ

社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 施設長 児童福祉施設

中
ナカ

板
イ タ

育 美
イ ク ミ

◎ 武蔵野大学看護学部教授 公衆衛生

能 登
ノ ト

和 子
カ ズ コ

特定非営利活動法人東京養育家庭の会理事長 養育家庭

古 川
フ ル カ ワ

康 司
コ ウ ジ

中野区児童相談所長 関係行政機関

増 沢
マ ス ザ ワ

高
タカシ 社会福祉法人横浜博萌会 子ど も の虹情報研修センタ ー

副センタ ー長
臨床心理学

宮 原
ミ ヤ ハ ラ

理 恵
リ エ

公募委員 都民公募

武 藤
ム ト ウ

素 明
ソ メ イ 社会福祉法人二葉保育園常務理事

二葉学園 統括施設長
児童福祉施設

横 堀
ヨ コ ボ リ

昌 子
マ サ コ

青山学院大学コ ミ ュ ニティ 人間科学部教授
児童福祉

（ 社会的養護）

米 山
ヨ ネ ヤ マ

明
アキラ 社会福祉法人全国心身障害児福祉財団 全国療育相談センタ ー

センタ ー長
小児科医

柏 女
カ シ ワ メ

霊 峰
レ イ ホ ウ

＊ 淑徳大学総合福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

東京都児童福祉審議会  専門部会
（ 新たな社会的養育推進計画の策定に向けた検討）

氏  名

＊オブザーバー
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東京都社会的養育推進計画の審議経過等 

 

令和５年期東京都児童福祉審議会において、下記のとおり審議等を実施 

会議・公表等 開 催 日 審 議 経 過 等 

東京都児童福祉審議

会第 2 回本委員会 

令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日 ・新たな東京都社会的養育推進計画

策定に向けた専門部会の設置を決定 

東京都児童福祉審議

会第 1 回専門部会 

令和６年６月 25 日 ・本計画におけるパーマネンシー保

障の考え方について検討 

・本計画の構成案について検討 

・代替養育を必要とする児童数の推

計及び里親委託率の案について検討 

東京都児童福祉審議

会第２回専門部会 

令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 ・本計画の構成案について検討 

・本計画記載事項ごとの検討（第３

章目標１から３） 

東京都児童福祉審議

会第３回専門部会 

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日 ・本計画記載事項ごとの検討（第３

章目標４から９） 

東京都児童福祉審議

会第４回専門部会 

令和６年 10 月 29 日 ・本計画骨子案検討 

・一時保護所の体制強化に係る緊急

提言 

心理的・治療的ケア

の専門的支援の充実

に係る集中討議 

令和 6 年 12 月２日 ・児童自立支援施設の支援体制のあ

り方について 

東京都児童福祉審議

会第５回専門部会 

令和６年 12 月 20 日 ・本計画素案の検討 

・心理的・治療的ケア体制の集中討

議について 

東京都児童福祉審議

会第３回本委員会 

令和７年１月 10 日 ・東京都社会的養育推進計画（案）

について審議 

パブリックコメント 令和７年２月３日 

から３月４日まで 

・東京都社会的養育推進計画（案）

のパブリックコメントの実施 

公表 令和７年３月 31 日 ・東京都社会的養育推進計画を 

公表 

 

■委員名簿
（ 五十音順、 敬称略）

所               属 専門分野

掛 川
カ ケ ガ ワ

亜 季
ア キ

弁護士 司法関係

木 村
キ ム ラ

秀 樹
ヒ デ キ

福生市子ど も 家庭部こ ど も 家庭センタ ー課長 関係行政機関

齋 藤
サ イ ト ウ

弘 美
ヒ ロ ミ 社会福祉法人大洋社常務理事

大田区立ひま わり 苑統括施設長
母子生活支援施設

左近士
サ コ ン シ

美和
ミ ワ

中央区福祉保健部子ど も 家庭支援センタ ー所長 関係行政機関

新 保
シ ン ボ

幸 男
ユ キ オ

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

高 田
タ カ ダ

真 里
マ リ

公募委員 都民公募

田中
タ ナ カ

れいか 一般社団法人たすけあい代表理事
児童福祉

（ 社会的養護）

都
ツ

留
ル

和 光
カ ズ ミ ツ

社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 施設長 児童福祉施設

中
ナカ

板
イ タ

育 美
イ ク ミ

◎ 武蔵野大学看護学部教授 公衆衛生

能 登
ノ ト

和 子
カ ズ コ

特定非営利活動法人東京養育家庭の会理事長 養育家庭

古 川
フ ル カ ワ

康 司
コ ウ ジ

中野区児童相談所長 関係行政機関

増 沢
マ ス ザ ワ

高
タカシ 社会福祉法人横浜博萌会 子ど も の虹情報研修センタ ー

副センタ ー長
臨床心理学

宮 原
ミ ヤ ハ ラ

理 恵
リ エ

公募委員 都民公募

武 藤
ム ト ウ

素 明
ソ メ イ 社会福祉法人二葉保育園常務理事

二葉学園 統括施設長
児童福祉施設

横 堀
ヨ コ ボ リ

昌 子
マ サ コ

青山学院大学コ ミ ュ ニティ 人間科学部教授
児童福祉

（ 社会的養護）

米 山
ヨ ネ ヤ マ

明
アキラ 社会福祉法人全国心身障害児福祉財団 全国療育相談センタ ー

センタ ー長
小児科医

柏 女
カ シ ワ メ

霊 峰
レ イ ホ ウ

＊ 淑徳大学総合福祉学部教授
児童福祉

（ 児童家庭福祉）

東京都児童福祉審議会  専門部会
（ 新たな社会的養育推進計画の策定に向けた検討）

氏  名

＊オブザーバー
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指標一覧（再掲） 

取組 指標名 現状 目標値 

目標１ 当事者である子供の権利擁護の取組の充実 

取組１－３ 社会的養護に関わる関係職員

（児童相談所、一時保護施設、里

親・ファミリーホーム、施設、里

親支援センター、児童家庭支援

センター、意見表明等支援事業

の委託先団体等の職員）及び子

供自身に対する子供の権利や権

利擁護手段に関する研修や啓発

プログラム等の実施回数、受講

者等数 

・被措置児童等の権

利擁護に関する説明

会 

（全１０回、参加者

２５３名） 

（令和６年度） 

・子供の権利ノート

説明訪問 

（１８か所、参加者

５３１名） 

（令和６年度） 

 

・被措置児童等の権利

擁護に関する説明会

（全希望者が参加） 

・子供の権利ノート説

明訪問（全対象施設等

を３年ごとに訪問） 

取組２－１ 

取組２－２ 

意見表明等支援事業を利用可能

な子供の人数及び事業を利用し

た子供の人数、第三者への事業

委託状況（子供と利益相反のな

い独立性を担保しているか） 

・利用可能な子供の

人数 

（１４３名） 

（令和６年１２月） 

・利用した子供の人

数 

（１４１名） 

（令和６年１２月） 

・第三者への委託は

実施済み 

（令和６年度） 

※意見表明等支援員

のモデル導入におけ

る実績 

※利用した人数は、

面談した児童の延べ

人数 

 

 

 

 

 

・利用可能な子供の割

合 

（１００％） 

・引き続き適切な団体

へ委託 
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指標一覧（再掲） 

取組 指標名 現状 目標値 

目標１ 当事者である子供の権利擁護の取組の充実 

取組１－３ 社会的養護に関わる関係職員

（児童相談所、一時保護施設、里

親・ファミリーホーム、施設、里

親支援センター、児童家庭支援

センター、意見表明等支援事業

の委託先団体等の職員）及び子

供自身に対する子供の権利や権

利擁護手段に関する研修や啓発

プログラム等の実施回数、受講

者等数 

・被措置児童等の権

利擁護に関する説明

会 

（全１０回、参加者

２５３名） 

（令和６年度） 

・子供の権利ノート

説明訪問 

（１８か所、参加者

５３１名） 

（令和６年度） 

 

・被措置児童等の権利

擁護に関する説明会

（全希望者が参加） 

・子供の権利ノート説

明訪問（全対象施設等

を３年ごとに訪問） 

取組２－１ 

取組２－２ 

意見表明等支援事業を利用可能

な子供の人数及び事業を利用し

た子供の人数、第三者への事業

委託状況（子供と利益相反のな

い独立性を担保しているか） 

・利用可能な子供の

人数 

（１４３名） 

（令和６年１２月） 

・利用した子供の人

数 

（１４１名） 

（令和６年１２月） 

・第三者への委託は

実施済み 

（令和６年度） 

※意見表明等支援員

のモデル導入におけ

る実績 

※利用した人数は、

面談した児童の延べ

人数 

 

 

 

 

 

・利用可能な子供の割

合 

（１００％） 

・引き続き適切な団体

へ委託 
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取組 指標名 現状 目標値 

共通 措置児童等を対象とした子供の

権利擁護に関する取組に係る子

供本人の認知度（知っている

か）・利用度（利用したことがあ

るか、利用しやすいか）・満足度

（利用してどうだったか） 

措置児童等を対象と

した子供の権利擁護

に関する取組に係る

子供本人の認知度（知

っているか）・利用度

（利用したことがあ

るか、利用しやすい

か）・満足度（利用して

どうだったか） 

・認知度（９７％） 

（令和６年１２月） 

・利用度（９９％） 

（令和６年１２月） 

・満足度（９０％） 

（令和６年１２月） 

※意見表明等支援員

のモデル導入におけ

る調査による 

※利用度は、面談した

児童の延べ人数を基

に積算 

取組１－１ 措置児童等を対象とした子供の

権利に関する理解度（子供の気

持ちや意見についてどのように

大人が考えたり、対応するか説

明されているか） 

３３％ 

（令和６年度） 

※一部の措置児童を

対象とした調査によ

る 

 

子供が権利について

知る機会を適切に確

保 

 

取組１－１ 

取組２－１ 

取組２－２ 

措置児童等を対象とした日頃か

ら意見表明ができる子供の割合

（周りの人に気持ちや意見を言

えているか、児童相談所の人に

伝えたいことを伝えられている

か）及び意見表明に係る満足度

（周りの人は話を聴いてくれる

か、気持ちや意見が大切にされ

ていると感じるか、児童相談所

の人にもっと会いに来てもらい

たいか） 

 

・意見表明ができる子

供の割合（６５％） 

（令和６年度） 

・意見表明に係る満足

度（６２％） 

（令和６年度） 

※一部の措置児童を

対象とした調査によ

る 

全ての子供が意見表

明をできるよう希望

に応じた支援を実施 

取組３ 児童福祉審議会における子供の

権利擁護に関する専門部会又は

その他の子供の権利擁護機関の

設置状況、当該専門部会又は権

利擁護機関に対して子供から意

見の申立てがあった件数 

・児童福祉審議会子供

権利擁護部会の設置 

（令和６年度） 

・児童福祉審議会への

子供からの申立て件

数（１件） 

（令和６年１２月） 

・引き続き適切な審議

体制を確保 

・引き続き適切に申立

て制度を運用 
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取組 指標名 現状 目標値 

共通 社会的養護施策策定の際の検討

委員会への当事者である子供

（社会的養護経験者を含む。）の

委員としての参画の有無や措置

児童等に対するヒアリングやア

ンケートの実施の有無 

 

・児童福祉審議会専門

部会等における社会

的養護経験者の委員

任用及び子供へのア

ンケート実施（令和６年

度） 

引き続き実施 

目標２ パーマネンシー保障の考え方に基づく支援体制の構築 

取組１－１ こども家庭センター体制強化事

業実施自治体数（都独自） 

１４自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－１ こども家庭センター設置に向け

た区市町村研修受講自治体数

（都独自） 

４７自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－２ 産後ケア事業の利用率（都独自） 23.1％ 

(令和４年度) 

 

増やす 

取組１－２ 都道府県と市区町村との人材交

流の実施状況 

子供家庭支援センタ

ーから児童相談所へ

の研修派遣を受け入

れている 

 

増やす 

取組１－２ こども家庭センターにおけるサ

ポートプランの策定状況 

３６自治体 

（令和６年度） 

 

増やす 

取組１－２ 市区町村における 子育て短期

支援事業を委託できる里親・フ

ァミリーホーム 

 

２３２か所 

（令和６年度） 

 

 

増やす 

取組１－３ 特定妊婦等への支援に関係する

職員等に対する研修の実施回

数、受講者数 

母子保健研修等 

11 回 

受講者 9,045 名 

（令和５年度） 

 

研修の着実な実施 

取組１－３ 助産施設の設置数 38 施設 

（令和５年度） 

助産施設を引き続き

確保する 
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取組 指標名 現状 目標値 

共通 社会的養護施策策定の際の検討

委員会への当事者である子供

（社会的養護経験者を含む。）の

委員としての参画の有無や措置

児童等に対するヒアリングやア

ンケートの実施の有無 

 

・児童福祉審議会専門

部会等における社会

的養護経験者の委員

任用及び子供へのア

ンケート実施（令和６年

度） 

引き続き実施 

目標２ パーマネンシー保障の考え方に基づく支援体制の構築 

取組１－１ こども家庭センター体制強化事

業実施自治体数（都独自） 

１４自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－１ こども家庭センター設置に向け

た区市町村研修受講自治体数

（都独自） 

４７自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－２ 産後ケア事業の利用率（都独自） 23.1％ 

(令和４年度) 

 

増やす 

取組１－２ 都道府県と市区町村との人材交

流の実施状況 

子供家庭支援センタ

ーから児童相談所へ

の研修派遣を受け入

れている 

 

増やす 

取組１－２ こども家庭センターにおけるサ

ポートプランの策定状況 

３６自治体 

（令和６年度） 

 

増やす 

取組１－２ 市区町村における 子育て短期

支援事業を委託できる里親・フ

ァミリーホーム 

 

２３２か所 

（令和６年度） 

 

 

増やす 

取組１－３ 特定妊婦等への支援に関係する

職員等に対する研修の実施回

数、受講者数 

母子保健研修等 

11 回 

受講者 9,045 名 

（令和５年度） 

 

研修の着実な実施 

取組１－３ 助産施設の設置数 38 施設 

（令和５年度） 

助産施設を引き続き

確保する 
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取組 指標名 現状 目標値 

目標３ 家庭と同様の環境における養育の推進 

共通 ３歳未満、３歳以上の就学前、学

童期以降の里親等委託率 

【里親等委託率】 

３歳未満   

14.4% 

３歳～就学前 

23.7% 

学童以降   

16.9% 

合計     

17.5％ 

（令和 5 年度） 

 

【里親等委託率】 

３歳未満  50.5% 

３～就学前 50.5% 

学童以降  33.6% 

合計    37.4％ 

共通 ３歳未満、３歳以上の就学前、学

童期以降の登録率、稼働率 

【登録率】 42.5% 

【稼働率】 41.3％ 

（令和 5 年度） 

 

【登録率】74.6% 

【稼働率】50.0% 

共通 養育里親、専門里親、養子縁組里

親それぞれの里親登録（認定）数 

養育里親 

 801 家庭 

専門里親  

  19 家庭 

養子縁組 

 448 家庭 

（令和５年度） 

 

養育里親 

1,669 家庭 

専門里親 

40 家庭 

養子縁組 

933 家庭 

共通 ファミリーホーム数 30 ホーム 

（令和 5 年度） 

 

40 ホーム 

（定員 240 人） 

共通 里親登録（認定）に係る都道府県

児童福祉審議会の開催件数 

 

 

 

 

 

 

 

年 6 回 

（令和 5 年度） 

年６回で継続 
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取組 指標名 現状 目標値 

共通 養育里親、専門里親、養子縁組里

親それぞれの委託里親数、委託

児童数 

【養育里親】 

・委託里親数  

383 家庭 

・委託児童数  

445 人 

 

【専門里親】 

・委託里親数  

５家庭 

・委託児童数 

 ５人 

 

【養子縁組里親】 

・委託里親数  

49 家庭 

・委託児童数 

 52 人 

（令和５年度） 

 

増やす 

共通 新規ファミリーホーム数、委託

児童数 

新規 ２ホーム 

（令和 5 年度） 

委託児童数 120 人 

（令和５年度） 

 

増やす 

共通 里親登録（認定）に対する委託里

親の割合 

38.0％ 

（令和５年度） 

 

増やす 

取組２－１ 里親支援センターの設置数 — フォスタリング機関

の実施状況を評価の

上で検討 

取組２－１ 民間フォスタリング機関の設置

数 

8 児童相談所 

（令和７年１月） 

 

都児相管轄内すべて

に設置 

取組２－１ 児童相談所における里親等支援

体制の整備 

フォスタリング機関

事業の実施８か所 

（令和７年１月） 

 

都内全域 
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取組 指標名 現状 目標値 

共通 養育里親、専門里親、養子縁組里

親それぞれの委託里親数、委託

児童数 

【養育里親】 

・委託里親数  

383 家庭 

・委託児童数  

445 人 

 

【専門里親】 

・委託里親数  

５家庭 

・委託児童数 

 ５人 

 

【養子縁組里親】 

・委託里親数  

49 家庭 

・委託児童数 

 52 人 

（令和５年度） 

 

増やす 

共通 新規ファミリーホーム数、委託

児童数 

新規 ２ホーム 

（令和 5 年度） 

委託児童数 120 人 

（令和５年度） 

 

増やす 

共通 里親登録（認定）に対する委託里

親の割合 

38.0％ 

（令和５年度） 

 

増やす 

取組２－１ 里親支援センターの設置数 — フォスタリング機関

の実施状況を評価の

上で検討 

取組２－１ 民間フォスタリング機関の設置

数 

8 児童相談所 

（令和７年１月） 

 

都児相管轄内すべて

に設置 

取組２－１ 児童相談所における里親等支援

体制の整備 

フォスタリング機関

事業の実施８か所 

（令和７年１月） 

 

都内全域 
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取組 指標名 現状 目標値 

取組２－２ 基礎研修、登録前研修、更新研修

などの必須研修以外の研修の実

施回数、受講者数 

９６回  

延べ 1,014 人 

（都実施分） 

（令和 5 年度） 

 

増やす 

取組３－１ 児童相談所を通じた特別養子縁

組の成立件数 

 

３６件 

（令和 5 年度） 

必要に応じた対応の

着実な実施 

取組３－２ 民間あっせん機関を通じた特別

養子縁組の成立件数 

 

０件（都児相所管分） 

（令和５年度） 

— 

取組３－１ 親との交流の途絶えたケース、

親の行方不明、特別養子縁組不

同意ケース等に係る児童相談所

長による特別養子適格の確認の

審判の申立件数 

 

２件（都児相所管分） 

（令和５年度） 

申立の積極的な検討

と、必要に応じた対応

の着実な実施 

取組３－２ 里親支援センターやフォスタリ

ング機関（児童相談所を含む）、

乳児院、民間団体等による特別

養子縁組等の相談支援体制の整

備  

フォスタリング機関 

８か所 

（令和７年１月） 

民間あっせん機関（都

内） ５機関 

（令和６年度） 

連携強化 

 目標４ 施設におけるできる限り良好な家庭的環境の整備 

取組１-１ 児童養護施設定員に占める定員

６名以下のユニットの割合 

60.4％ 

（令和６年度） 

100% 

※ただし、代替養育の状況によ

る 

取組１－１ 乳児院定員に占める定員６名以

下のユニットの割合 

59.8％ 

（令和６年度） 

 

上げる 

取組１-１ グループホームの定員数 １,１４１名 

（令和６年度） 

 

増やす 

取組１－２ 一時保護専用施設の整備施設数 

（一時保護委託専用ユニット） 

乳児院４箇所 

児童養護施設１箇所 

（令和６年度） 

増やす 
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取組 指標名 現状 目標値 

取組１－２ 里親養育包括支援（フォスタリ

ング）事業の実施施設数 

６施設（都内８箇所に

設置済） 

（令和７年１月） 

 

全児相ごとに設置 

取組１－２ 区市町村の家庭支援事業を委託

されている施設数（事業ごと） 

１，５３３箇所 

（令和 6 年度） 

 

 

増やす 

目標５ 心理的・治療的ケアが必要な子供への専門的な支援の充実 

取組１-１ 専門機能強化型児童養護施設 

の実施施設数 

 

40 施設 

（令和６年 6 月） 

全施設 

取組 1－2 乳児院の家庭養育推進事業 ９施設 

（令和６年６月） 

 

全施設 

取組１-３ 乳児院の医療体制整備事業 ２施設 

（令和６年６月） 

 

継続 

目標６ 社会的養護のもとで育つ子供たちの自立支援 

１-２ 児童自立生活援助事業の実施箇

所数 

Ⅰ型：18 箇所 

Ⅱ型・Ⅲ型：０箇所 

（令和６年 4 月） 

 

増やす 

１-２ 社会的養護自立支援拠点事業の

整備箇所数 

 

３箇所(都所管) 

（令和６年 4 月） 

実態調査を踏まえ協

議会で検討 

目標７ 児童相談体制の強化 

（１） 

取組１－１ 

第三者評価を実施している児童

相談所数 

 

６か所 

（令和６年度） 
全児童相談所 

（１） 

取組１－１ 

児童福祉司、児童心理司の配置

数 

児童福祉司５０７人 

児童心理司２５１人 

（令和６年度） 

 

国の政令基準の達

成・維持 
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取組 指標名 現状 目標値 

取組１－２ 里親養育包括支援（フォスタリ

ング）事業の実施施設数 

６施設（都内８箇所に

設置済） 

（令和７年１月） 

 

全児相ごとに設置 

取組１－２ 区市町村の家庭支援事業を委託

されている施設数（事業ごと） 

１，５３３箇所 

（令和 6 年度） 

 

 

増やす 

目標５ 心理的・治療的ケアが必要な子供への専門的な支援の充実 

取組１-１ 専門機能強化型児童養護施設 

の実施施設数 

 

40 施設 

（令和６年 6 月） 

全施設 

取組 1－2 乳児院の家庭養育推進事業 ９施設 

（令和６年６月） 

 

全施設 

取組１-３ 乳児院の医療体制整備事業 ２施設 

（令和６年６月） 

 

継続 

目標６ 社会的養護のもとで育つ子供たちの自立支援 

１-２ 児童自立生活援助事業の実施箇

所数 

Ⅰ型：18 箇所 

Ⅱ型・Ⅲ型：０箇所 

（令和６年 4 月） 

 

増やす 

１-２ 社会的養護自立支援拠点事業の

整備箇所数 

 

３箇所(都所管) 

（令和６年 4 月） 

実態調査を踏まえ協

議会で検討 

目標７ 児童相談体制の強化 

（１） 

取組１－１ 

第三者評価を実施している児童

相談所数 

 

６か所 

（令和６年度） 
全児童相談所 

（１） 

取組１－１ 

児童福祉司、児童心理司の配置

数 

児童福祉司５０７人 

児童心理司２５１人 

（令和６年度） 

 

国の政令基準の達

成・維持 
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取組 指標名 現状 目標値 

（１） 

取組１－１ 

市町村支援児童福祉司の配置数 ２人 

（令和６年度） 

 

国の政令基準の達

成・維持 

（１） 

取組１－１ 

児童福祉司スーパーバイザーの

配置数 

 

６６人 

（令和６年度） 

必要に応じて体制を

強化 

（１） 

取組１－１ 

医師の人数 28 人（うち、会計年

度任用職員は 21

人） 

（令和６年度） 

 

必要人員を確保 

（１） 

取組１－１ 

保健師の人数 12 人（会計年度任用

職員） 

（令和６年度） 

 

必要人員を確保 

（１） 

取組１－１ 

弁護士の人数 協力弁護士 67 人 

（うち、24 人は会計

年度任用職員を兼ね

る） 

（令和６年度） 

 

必要人員を確保 

（1） 

取組２－１ 

児童相談所の管轄人口（100 万

人を超えている場合は、推移も） 

児童相談センター：

129 万人、江東児

相：82 万人、品川児

相：142 万人、杉並

児相：91 万人、 

北児相 36 万人、足

立児相 69 万人、練

馬児相 74 万人、 

八王子児相：118 万

人、立川児相：75 万

人、小平児相：116

万人、多摩児相：82

万人  

（住民基本台帳による世帯と

人口 令和６年１月 1 日 ） 

 

人口規模などを考慮

し、児童相談所の管轄

区域の見直しを実施 
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取組 指標名 現状 目標値 

（２） 

取組２－１ 

中核市・特別区における児童相

談所の設置状況 

 

9 区 

（令和 6 年 10 月） 

－ 

（２） 

取組２－１ 

中核市・特別区における児童相

談所の今後の設置見込（検討中

のものを含む） 

— 令和８年度末までに

３区設置予定 

目標８ 一時保護児童への支援体制の強化 

（１） 

取組１－１ 

一時保護施設の定員数 250 人 

（民間委託含まない

都児相の定員数） 

（令和６年度） 

350 人（見込み・民間

委託は含まない都児

相の定員数） 

（３） 

取組３－１ 

第三者評価を実施している一時

保護施設数 

全 11 か所（民間委

託の３か所含む） 

（令和６年度） 

全児童相談所で実施 

 
 
【参考】東京都の普及啓発キャラクターについて 

 

○東京都里親制度ＰＲキャラクター さとぺん・ファミリー 

ペンギンは子煩悩な動物で、オスとメス、群れで協力してヒナを守り、子育てをします。 

 

ペンギンのコミュニティがヒナを守り育てるように、里 

親制度においても、里親や社会が手を取り合いながら子育 

てをしていくこと、里親がごく普通のこととして受け入れ 

られるような社会になるようにという願いを込めています。 

        

 

○東京都児童虐待防止推進キャラクター OSEKKAI くん 

都民の皆様に、児童虐待防止に関心を持っていただき、地域で OSEKKAI していただくこと 

を目指して、児童虐待防止に係る普及啓発のキャラクター「OSEKKAI くん」を作成しました。 

（平成 25 年 10 月） 

 

 都民一人ひとりの OSEKKAI により、児童虐待を未然に防 

止したり、早期対応に繋がることとなります。 

皆様に、「OSEKKAI」の理解と協力をしていただけるよう、 

「OSEKKAI くん」と一緒に広報していきます。 
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東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第十二条の四第三項の規定

に基づき、東京都における一時保護所（同条第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に

関する基準（次条及び第四条において「最低基準」という。）を定めるものとする。 

 

（目的） 

第二条 この最低基準は、東京都における一時保護所では、一時保護を要する児童が多数存在するとともに、児童一人

一人の状況に応じた個別的な支援が求められることを踏まえ、一時保護所の入所児童が、明るく衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに、安全な生活を送ることを保障

するものとする。 

 

（用語の意義） 

第三条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 

（最低基準の向上） 

第四条 知事は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。 

２ 一時保護所は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。 

３ 最低基準を超えて設備を有し、又は運営する一時保護所は、最低基準を理由として、設備又は運営を低下させては

ならない。 

 

（一時保護所の一般原則） 

第五条 一時保護所は、入所児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなけれ

ばならない。 

２ 一時保護所は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護所の運営内容を適切に説明するよう努めなければ

ならない。 

３ 一時保護所は、業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常に改

善を図らなければならない。 

４ 一時保護所は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けると

ともに、採光、換気その他の入所児童の保健衛生及び入所児童に対する危害防止に十分考慮した構造設備を設けなけ

ればならない。 

 

（非常災害対策） 

第六条 一時保護所は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害

に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。 



２ 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、東京都規則（以下「規則」という。）で定めるところにより行わな

ければならない。 

 

（安全計画の策定等） 

第七条 一時保護所は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護所の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設

外での活動、取組等を含めた一時保護所での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練

その他一時保護所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 一時保護所は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 一時保護所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第八条 一時保護所は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行すると

きは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在

を確認しなければならない。 

 

（入所児童への平等取扱原則） 

第九条 一時保護所は、入所児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的な取扱いをしてはならない。 

 

（児童の権利擁護） 

第十条 知事又は児童相談所長は、一時保護所において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童

の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事

情に応じた説明を行わなければならない。 

２ 一時保護所においては、入所児童に対し、その意見又は意向（法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置に

おいて表明された意見又は意向を含む。）を尊重した支援を行わなければならない。 

 

（児童の権利の制限） 

第十一条 一時保護所においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。 

２ 一時保護所において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、

その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。 

 

（児童の行動の制限） 

第十二条 一時保護所においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。 

 

 



（児童の所持品等） 

第十三条 一時保護所においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。 

２ 一時保護所において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止す

るに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。 

３ 一時保護所において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないよう、適切な設備によ

り保管しなければならない。 

 

（虐待等の禁止） 

第十四条 一時保護所の職員は、入所児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第十五条 一時保護所は、感染症や非常災害の発生時において、入所児童に対する支援の提供を継続的に行い、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 一時保護所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよ

う努めなければならない。 

３ 一時保護所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものと

する。 

 

（設備の基準） 

第十六条 一時保護所の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場（一時保護所の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。以下

同じ。）又は屋外運動場（一時保護所の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。以下同じ。）、相談室、

食堂（ユニット（居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体

的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね六人以下であるものをいう。以下この条並びに第二十条第

一項及び第二項において同じ。）を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。）、調理室、浴室及

び便所を設けること。 

二 児童が可能な限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備する

よう努めること。 

三 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。 

四 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和五年法律第六十八号）第二条第一項に規定する性的指向及

び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。 

五 児童三十人以上を入所させる一時保護所には、医務室及び静養室を設けること。 

六 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。 



七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

 

（職員の一般的要件） 

第十七条 入所児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えるとともに、児童福祉

事業に熱意を有し、かつ、その理論及び実務について訓練を受けた者とする。 

 

（職員の知識及び技能の向上等） 

第十八条 一時保護所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達

成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 知事は、一時保護所の職員の資質向上のために、入所児童の権利の擁護、入所児童の意見又は意向を尊重した支援

の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。 

 

（職員） 

第十九条 一時保護所は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護所に

あっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護所にあっては学習指導員を、児童四十人以下を入所させる一

時保護所にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことがで

きる。 

一 児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。） 

二 嘱託医 

三 看護師 

四 保育士 

五 心理療法担当職員 

六 個別対応職員 

七 学習指導員 

八 栄養士又は管理栄養士 

九 調理員 

２ 児童指導員、保育士及び心理療法担当職員の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。 

３ 学習指導員の員数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。 

 

（夜間の職員配置） 

第二十条 一時保護所（ユニットを整備していないものに限る。）には、夜間、職員二人以上を置かなければならない。 

２ 一時保護所（前項に規定するものを除く。）には、夜間、一のユニットごとに職員一人以上を置かなければならな

い。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、二人を下回ることはできない。 

３ 一時保護所において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項の規定による通告に係る対応を

行う場合は、一時保護所には、夜間、前二項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努め



なれければならない。 

 

（一時保護所の管理者等） 

第二十一条 一時保護所には、人格が高潔で識見が高く、一時保護所を適切に運営する能力を有する者を管理者として

置かなければならない。 

２ 一時保護所には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。 

３ 指導教育担当職員は、一時保護所における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務（法第十三

条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。）に通算しておおむね五年以上従事した経験を有する者でなければ

ならない。 

４ 一時保護所の管理者及び指導教育担当職員は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う一時保護所

の運営に関する必要な知識の習得及びその資質向上のための研修又はこれに準ずる研修を受講するものとする。 

 

（児童指導員の資格） 

第二十二条 児童指導員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。 

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者（学校教育法（昭和

二十二年法律第二十六号）の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 精神保健福祉士の資格を有する者 

四 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成

績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 

六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者 

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した者 

八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学へ

の入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者で

あって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

九 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免

許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの 

十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの 

２ 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）別表に定める教育内容に適合する学

校又は施設について行うものとする。 

 



（心理療法担当職員の資格） 

第二十三条 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理

学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術

を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

 

（学習指導員の資格） 

第二十四条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなけ

ればならない。 

２ 学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。）を入所させる一

時保護所であって、学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を

有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置く

よう努めなければならない。 

 

（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第二十五条 一時保護所は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、当該一時保護所の設備及び職員の一部を、併

せて設置する社会福祉施設の設備及び職員として必要に応じ兼ねさせることができる。 

２ 前項の規定は、入所児童の居室及び一時保護所に特有の設備並びに入所児童の保護に直接従事する職員については、

適用しない。 

 

（衛生管理等） 

第二十六条 一時保護所は、入所児童の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛

生上必要な措置を講じるとともに、必要な医薬品その他の医療品を備え、その管理を適正に行わなければならない。 

２ 一時保護所は、当該一時保護所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

するよう努めなければならない。 

３ 一時保護所は、入所児童の希望等を勘案し、清潔を維持できるよう入浴させ、又は清しきしなければならない。 

４ 一時保護所は、入所児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。この場合において、下着は、児童の所持す

る物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。 

 

（食事） 

第二十七条 一時保護所は、入所児童に食事を提供するときは、当該一時保護所内で調理する方法（第二十五条第一項

の規定により、当該一時保護所の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）に

より行わなければならない。 

２ 一時保護所は、入所児童に食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所児童の

身体的状況及び嗜
し

好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、入所児童の健全な発育に必要な栄養量を含有する



献立によらなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環

境の下で調理する場合は、この限りでない。 

４ 一時保護所は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 

 

（入所児童及び職員の健康状態の把握等） 

第二十八条 児童相談所長は、入所児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師に

よる診察その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果について必要な事項を入所児童

の健康を記録する表に記録するとともに、必要に応じ一時保護の解除又は医療上の措置等必要な手続について、児童

相談所長又は知事に勧告しなければならない。 

３ 一時保護所の職員の健康状態の把握に当たっては、入所児童の食事を調理する者について、特に注意を払わなけれ

ばならない。 

 

（養護） 

第二十九条 一時保護所における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児

童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。 

２ 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童

の安全が確保されたものでなければならない。 

 

（生活支援、教育及び親子関係再構築支援等） 

第三十条 一時保護所における生活支援は、児童の自主性を尊重し、かつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊

かな人間性及び社会性を養うことができるよう行わなければならない。 

２ 一時保護所における教育は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報

の提供その他の支援により行わなければならない。 

３ 一時保護所は、学校教育法第一条に規定する学校（幼稚園を除く。）に在籍している児童が適切な教育を受けられ

るよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措

置を講じるよう努めなければならない。 

４ 一時保護所は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければなら

ない。 

５ 一時保護所は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協

力をするよう努めなければならない。 

 

（関係機関との連携） 

第三十一条 児童相談所長は、入所児童の支援に当たっては、常に児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関

その他の関係機関と連携を図らなくてはならない。 



（規程） 

第三十二条 一時保護所は、入所児童の支援に関する事項その他施設の管理に関する重要事項について、規程を設けな

ければならない。 

 

（帳簿の整備） 

第三十三条 一時保護所は、入所児童の処遇の状況を明らかにした帳簿を整備しなければならない。 

 

（秘密保持等） 

第三十四条 一時保護所の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 知事は、一時保護所の職員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（苦情への対応） 

第三十五条 知事は、入所児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の必要な措置として、苦情の解決に当たって、当該一時保護所の職員以外の者を関与させなければな

らない。 

 

（電磁的記録） 

第三十六条 一時保護所及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

 

（適用除外） 

第三十七条 この条例の規定は、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域における一時保護所（当該区域に

存する東京都が設置する一時保護所を除く。）については、適用しない。 

 

（委任） 

第三十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和七年四月一日から施行する。 



（設備に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する一時保護所（建築中のものを含み、この条例の施行の後に全面的に改築されたも

のを除く。）に係る設備については、第十六条の規定は適用せず、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関す

る条例（平成二十四年東京都条例第四十三号）第五十三条の規定を準用する。 

 

 



東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例（令和七年東京都条例第五 

十六号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語） 

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 

（非常災害対策） 

第三条 条例第六条第二項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月一回実施しなければな 

らない。 

 

（一時保護所の設備の基準） 

第四条 条例第十六条第七号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とするこ

と。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方

メートル以上とすること。 

二 少年の居室の一室の定員は一人とするよう努めるとともに、その面積は八平方メートル以上とす

るよう努めること。 

三 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童で同一の居室を利用できるよ

う、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。 

四 入所児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。 

五 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。 

六 浴室及び便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設

ける場合は、この限りでない。 

 

（一時保護所の職員）  

第五条 条例第十九条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童指導員及び保育士の総数は、幼児四人につき三人以上、少年二人につき一人以上とする。 

二 心理療法担当職員の員数は、児童おおむね十人につき一人以上とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に個別的な支援を要する児童に対応するため、必要な員数を確保するよ

う常に努めるものとする。 

 

附 則 

 この規則は、令和七年四月一日から施行する。 
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